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 １ 策定の趣旨                             

 平成 15 年 3 月に，京都を中心に「第 3 回世界水フォーラム」が開催され，世界 183

の国から 24,000 人以上の方が参加し，世界が抱える水不足，水質汚濁，洪水被害の拡

大などの水問題について活発な議論が交わされました。京都市においても都市型水害の

低減や自然な水循環の回復など，水について解決すべき課題があります。 

そこで，京都の水問題解決に向けて継続的な取組を進めるため，平成 16 年 3 月に「京

都市水共生プラン」を策定しました。 

 

 ２ 基本的な考え方                           

 「京都市水共生プラン」は，京都市基本構想に基づく水に関するマスタープランとし

て位置付け，行政と市民，NPO，事業者等がそれぞれの役割を認識し，互いに連携しな

がら取組を進めていきます。また，「私たちの手でみずみずしい都市とくらしの再生を！」

を基本理念として，5 つの基本方針を定めています。（図１－１参照） 

 

図１－１ 水共生プランの全体構想 

第１ 京都市水共生プランの概要   
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基本方針１  流域全体を見据えた治水対策 

頻発する浸水被害を低減させるために，河川や下水道の整備だけでなく，森林や農

地の適正な管理・保全等，行政の関係部門や市民等が協力して流域からの雨水の流出

を抑制します。総合的な治水対策を推進することにより，京都市域全体の治水安全度

を向上させていきます。また，ハード対策だけでなく，土地利用の規制・誘導，浸水

実績・想定区域の公表，水害に対する意識啓発などのソフト対策に努め，浸水がおこ

っても被害を最小限に抑える水防災システムの構築を目指します。 

 

基本方針２  良好な水環境の実現 

わたしたちの暮らしの中で，水との関わりが希薄となりつつある現状に歯止めをか

けるために，できるだけ身近なところに良好な水環境の創出を目指します。また，そ

の実現には下水道も万能ではないことを十分に認識し，行政が市民や NPO，事業者

等と協働して，河川などの水質の維持・向上，雨天時の水質改善の推進，環境ホルモ

ンをはじめ有害化学物質による新たな水質問題の対策に取り組みます。 

 

基本方針３  健全な水循環系の回復 

京都の水循環系の実態を理解したうえで，都市化によって変化した水循環系を雨水

浸透対策などできるだけ自然本来の姿に近づける取組を推進し，普段の河川流量を豊

かにするとともに，地下水の保全，ひいてはヒートアイランド現象の緩和に効果を及

ぼします。 

 

基本方針４  ゆたかな水文化の創造 

伝統的な京都の水文化を継承するとともに，身近にある水を楽しむ文化を育み，誇

りと豊かさが実感できるまちづくりを推進します。また，水を仲立ちとした世代間あ

るいは新旧住民間のコミュニケーションにより，水と人と生き物の未来について世代

を超えて理解しあえる社会を目指します。 

 

基本方針５  雨水の利用 

地域の防災レベルの向上，身近に水と触れ合える場の創出，さらに，水に関するエ

ネルギー消費の抑制につながることから，貴重な自己水源である雨水の利用を推進し

ます。 
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 ３ 位置付け                              

京都市では京都市基本構想の実現に向けて，はばたけ未来へ！京プランのもと，実施

計画及び分野別計画を策定し，各施策を推進します。 

また，水に関する取組については，各部局が相互の調整を行いつつ策定した分野ごと

の計画（以下「関連計画」という）においても示され，各関連計画に基づいて施策を推

進しています。 

 「京都市水共生プラン」は，これらの関連計画において水に関する目指すべき将来像

を明らかにし，この実現に向けた基本的方向や方策を関係者で共有することを目的とし

ています。よって，本プランは，市政全般に関する基本的方向を示す京都市基本構想と

関連計画を水への取組の観点からつなぐものであり，関連計画の水に関わる取組を横断

的に包含します。（図１－２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 水共生プランと関連計画の体系 

京都市基本構想 
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京都市市民参加推進計画 
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 １ 行動計画の策定                           

本プランを推進するため，行政，市民，NPO，事業者等様々な立場の人たちが具体的

に取り組むべき課題や事柄について，どのように活動したり行動したりするのかを示す

行動計画を策定します。 

行動計画では，各基本方針を代表する取組みについて中長期的な目標を示すとともに，

各取組みの前年度の進捗状況及び今年度の実施計画を示します。 

 

 ２ 継続的取組                             

取組みを推進するため，①行動計画の策定（Plan），②行動計画に従った実行（Do），

③その効果の検証（Check），④計画の見直し・改善（Action）という息の長い継続的

な取組を行います。（図２－１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 取組みの推進                            

水に関する問題は，行政だけでは解決することはできません。市民一人一人の水に対

する思いが大切です。今後，市民，NPO，事業者等様々な立場の人たちと一緒になって

取組みを進めていきます。 

平成 23 年度版行動計画は次ページ以降のとおりです。 

 

図２－１ PDCA サイクルによる継続的取組 

第２ 京都市水共生プラン行動計画  
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頻発する浸水被害を軽減させるために，河川や下水道の整備だけでなく，森林や農地の適正

な管理・保全等，行政の関係部門や市民等が協力して流域からの雨水の流出を抑制します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＜目標＞                                 
 

■ 都市基盤河川改修事業 （目標年次：平成２６年度） 

    流域内において概ね 10 年に 1 回程度発生する規模の降雨に対する 

浸水想定面積               12.6％ 

浸水想定家屋数              3.4％ 
 

平成 2４年度中間目標  浸水想定面積  6.7％ 

浸水想定家屋数 1.1％ 

 

■ 下水道事業 （目標年次：平成２４年度） 

10 年確率降雨に対する雨水整備率 25.6％（H19 年度 15.1%） 
 

平成 22 年度実績  17.4％ 

平成 23 年度計画  19.2％ 

 

■ 市民との共汗活動のさらなる推進 

 

平成 22 年度実績 

 地元水防団員と水防訓練を実施 

平成 23 年度計画 

 地元水防団員と水防訓練を実施， 

小学生を対象とした水災害に関する 

勉強会実施 

基本方針１ 流域全体を見据えた治水対策 

を平成 22 年度に比べて       減少させる。 

水防訓練の様子 
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  ＜検討，取組事項一覧＞                          

○：行動が必要，◎：特に行動が必要  

計画目標 
平成 22，23 年度 

取組事項 

行動主体 

市
民
・N

P
O

 

事
業
者
等 

行
政 

①総合的な治水対

策による治水安全

度の向上 

・承水路の整備 

・都市基盤河川改修事業 

・総合的な治水対策 

・下水道事業による浸水対策 

・公共施設における雨水流出抑制施設の設置 

・雨水浸透ますの設置に係る助成金制度 

・農業用水路への治水機能の付加 

○ ○ ◎

②洪水被害を最小

にする水防災対策

の推進 

・「地下空間における浸水対策ガイドライン」の周知

・地下鉄駅への浸水防止対策 

・浸水実績・想定区域の公表 

・降雨・推移当の観測体制の強化 

・水災体制の充実 

・水防活動の実施 

・洪水被害の記憶や記録の伝承 

・水災害に関する勉強会実施 

・森林整備，林業等被害防止対策 

・農業生産基盤の整備等 

・市街化調整区域の保持 

・宅地造成等の規制 

◎ ◎ ◎

 
 

    → 各取組の詳細については，次ページ以降を参照ください。 

新規

新規

新規



基本方針１ 流域全体を見据えた治水対策 

7 
 

 
① 総合的な治水対策による治水安全度の向上 

 
取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

承水路の整備 伏見西部第五地区土地区画整理

事業による承水路整備については，

流域に見合う必要断面を確保する。

納 所排 水 機 場

が 供 用開 始 し

た。 

排 水 計 画 策 定

後，順次整備を

進める。 

建設局 

都市整備部 

南部区画整理事務所 

都 市 基 盤河 川

改修事業 

都市基盤河川改修事業におい

て，第 10 次治水五ヵ年計画に基づ

き，公共事業再評価の結果や近年

の浸水被害の発生状況，各河川流

域での資産の集中度，開発の進捗

などを踏まえて河川改修事業の重

点化を図っていく。 

西羽束師川 

他 14 河川 

整備進捗率 

60.6％(整備延

長ベース) 
 

長代川（岩倉川

支川）完成 

西羽束師川 

他 14 河川 

整備進捗率 

60.8％(整備延

長ベース) 

建設局 

水と緑環境部 

河川整備課 

■河川改修後の様子 

 

 

 

 

 

 

 

総 合 的 な治 水

対策の推進 

西羽束師川流域や有栖川流域に

おいて，河川事業と下水道事業が

連携した総合的な治水対策を継続

的に進める。 

西羽束師川支川 

橋梁工事等 

西羽束師川支川 

移設補償 

 

有栖川 

建設局 

水と緑環境部

河川整備課 

 

上下水道局 

下水道部 

 

 浸水被害の最小化を目指して関

係部局が各事業や各施策を融合さ

せ，地域特性に応じたより効果的，

効率的な対策を進めることによっ

て，市民のいのちと暮らしを守り，

安心安全なまちづくりを推進する

「雨に強いまちづくり推進計画」

を策定し，取組を進める。 

4 月に行動計

画を策定 

地区別，テーマ

別 に 検 討 会 等

を進め， 

上下水道局 

建設局 

産業観光局 

消防局 

 

有栖川 長代川 七瀬川 

西羽束師川流域における雨水貯留幹線の整備

(小学校用 25m プールの 260 杯分) 

西羽束師川支川 

5.25m

1.7m

貯留量 約 78,000m3

西羽束師川 1-1号幹線内部

5.25m

1.7m

貯留量 約 78,000m3
西羽束師川 1-1 号幹線内部

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

雨に強いまちづくり推進計画 
 

京  都  市 

 

政策推進プラン 融合モデル 

平成 22 年４月 

新規 平成２２年４月策定 

雨に強いまちづくり

推進計画 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

下 水 道 事業 に

よる浸水対策 

常襲的な浸水被害を解消すると

ともに，下水道区域においては 10

年に 1 度の降雨に対する安全度を

確保するために雨水幹線等の整備

事業を継続的に実施する。 

（雨水幹線の整備） 

・合流式下水道改善対策も兼ねた七条

西・七条東・山ノ内南幹線等の整備

・岩倉西部地区における対策の実

施（雨水調整池の整備） 

・新川流域において雨水調整池(名

称：久世高田調整池)の整備 

（地下街周辺の浸水対策） 

・地下鉄駅や地下街等の地下空間

利用が高度に発達している京都駅

周辺地区において，塩小路幹線を

整備 

雨水整備率  

 

17.4％ 

（10 年確率） 

雨水整備率  

 

19.2％ 

（10 年確率） 

上下水道局 

下水道部 

公共施設におけ

る雨水流出抑制

施設の設置 

 

京都市雨水流出抑制対策実施要

綱，京都市雨水流出抑制施設設置

技術基準に基づき，公共施設での

雨水貯留・浸透施設の設置を進め

る。 

本市の雨水利用の整備実績合

計は，38 ページ「雨水浸透貯留

施設の整備状況について」を参照

全部局 

従来の河川事業や下水道事業に

よる治水対策のみならず，流域全体

を視野に入れた対策を進めるため

に，雨水の貯留・浸透施設の設置を

進めていく。 

有栖川流域嵯峨地区において，平

成 18 年度より実施している浸透

側溝の設置を継続し,雨水の流出抑

制を行うとともに，良好な水循環の

維持・回復のための地下水の涵養を

図る。（総延長 2,100m） 

有 栖川 流 域 に

お ける 雨 水 浸

透側溝の整備 

 

400m 

（累計延長 

1,700ｍ） 

有 栖 川 流 域 に

お け る 雨 水 浸

透側溝の整備 

 

400m 

（ 予 定 累 計 延

長 2,100ｍ） 

 

上下水道局 

下水道部 

 

 

 

 

 

建設局 

水と緑環境部 

河川整備課 

 

 

 

 

 

 

 

【浸透】有栖川流域嵯峨地区浸透側溝（道路両側）

150150 300～500

150

200

200

充填砕石

250
～
600

単位は（mm）

既
設
側
溝
の
一
部

コンクリート製蓋

官
民
境
界

150150 300～500

150

200

200

充填砕石

250
～
600

単位は（mm）

既
設
側
溝
の
一
部

150150 300～500

150

200

200

充填砕石

250
～
600

単位は（mm）

既
設
側
溝
の
一
部

コンクリート製蓋

官
民
境
界
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

公 共 施 設に お

け る 雨 水流 出

抑 制 施 設の 設

置 

 

平成 12 年 4 月に策定した「京

都市公共建築デザイン指針」におい

て，公共建築の整備においては「エ

コロジー・環境共生の視点を取り込

んだ快適な空間をつくる」こととし

ている。 

環境に配慮した施設づくりを行

うため，雨水貯留施設（雨水貯留タ

ンク等）の設置を推進する。 

梅 津北 児 童 館

他 ９施 設 に 雨

水 貯留 施 設 を

設置 

鷹 峯 小 学 校 会

議 室 棟 他 ６ 施

設 に 雨 水 貯 留

施 設 を 設 置 す

る。 

都市計画局 

公共建築部 

企画設計課 

工務監理課 

平成 17 年 4 月から運用してい

る「環境共生を主眼とした市営住宅

整備指針」において，雨水の再利用

を推進項目として位置付けた。市営

住宅の計画において，水資源の有効

活用として，雨水の再利用のための

貯留施設の設置を実施している。 

3団地7箇所設

置 

事業期間 

H17.4 以降 

1団地6箇所設

置予定 

都市計画局 

住宅室 

住宅整備課 

市立小学校全校に設置した雨水

タンクを環境教育教材として活用

する。 

 

 

水防災対策として，京都市立京都

堀川音楽高等学校に雨水貯留施設

を設置し，雨水の流出抑制を行う。

（グラウンドを活用したオンサイ

ト貯留） 

環 境教 育 の 教

材 と して 引 き

続き推進中 

事業期間(H14

～) 

 

平成 22 年 6 月

設置完了 

貯留量： 

154.6m3 

環 境 教 育 の 教

材 と し て 引 き

続き推進中 

事業期間(H14

～) 

 

― 

教育委員会 

事務局総務部 

教育環境整備室 

雨 水 浸 透 ま す

の 設 置 に 係 る

助成金制度 

 平成２３年度に宅地，事業所等

への雨水浸透ますの設置に対す

る「雨水浸透ます設置助成金制

度」を創設し，雨水流出抑制に係

る普及啓発を推進していく。 

― 「 雨 水 浸 透 ま

す 設 置 助 成 金

制度」を創設 

予定助成件数

30 件 

上下水道局 

下水道部 

農 業 用 水 路 へ

の 治 水 機 能 の

付加 

 

市街化区域内の農業用水路の多

くは，農地の宅地への転用などによ

り，農業者が減少する中，農業用水

の利用のための管理は担えても，堆

積する土砂の除去や流出量が増加

している雨水排水への適正な対応

まで担えず，治水機能が低下してい

る。そのため，治水上支障となり得

る取水施設の適正管理を産業観光

局と農業者で担い，適正な治水管理

が出来る水路を建設局，上下水道局

が管理することにより市民生活の

安心安全の確保と農業者が安心し

て農業に従事できる環境整備を進

める。 

― 治 水 機 能 回 復

に よ り 農 業 用

水路を建設局，

上 下 水 道 局 へ

所管換え等 

約３．８ｋｍ 

産業観光局 

農林振興室 

農業振興整備課

 

新規 

新規 
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 ② 洪水被害を最小にする水防災対策の推進 
 

取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

「地下空間にお

ける浸水対策ガ

イドライン」の

周知 

 

建築基準法第 12 条の規定に基

づく定期報告対象建築物の所有者

等に対し，「地下空間における浸水

対策ガイドライン」の周知及び同

ガイドラインに沿った浸水対策の

検討を促す通知を行う。 

建築物防災週間による建築物防

災査察時に，浸水対策の状況につ

いて所有者等にヒアリングを行

い，必要に応じ指導及び助言を行

う。 

通知件数 

６００件 

 

指導及び助言

件数 

２２件 

通知件数 

６００件 

 

指導及び助言

件数 

２２件 

都市計画局 

建築指導部 

建築安全推進課 

地下鉄駅への浸

水防止対策 

現在営業中の地下鉄各駅につい

ては，出入口を前面の歩道より高

くして浸水防止対策を行ってい

る。なお，浸水時の対応について

は，吸水性簡易土のうを各駅に 30

袋以上確保している。また，六地

蔵駅と石田駅については出入口の

床高が計画水位高よりも低い出入

口について止水板を設けている。

なお，太秦天神川駅のサンクン

ガーデン（駅前地下広場）と接続

する出入口には止水板を設けてい

る。 

止 水 の 必 要 が

生 じ た箇 所 に

ついては，随時

対 策 を 図 っ て

行く。 

（継続） 

止 水 の 必 要 が

生 じ た 箇 所 に

ついては，随時

対 策 を 図 っ て

行く。 

（継続） 

交通局 

高速鉄道部 

技術監理課 

 

 

浸水実績・想定

区域の公表 

過去に浸水した区域と，東海豪

雨規模の大雨を想定した浸水想定

区域，浸水の深さ，浸水時におけ

る避難行動の留意点などを示した

防災マップを平成 16 年度に作成

し，全戸に配布した。また，平成

19 年度にも追加修正版を作成し

た。 

平成 21 年度には，新たに設定さ

れた浸水想定区域や最新の防災情

報を反映させて各区のマップを更

新，平成 22 年度に印刷し全戸に

配布した。 

最 新 の 浸 水 想

定 区 域 に 対 応

し た 防 災 マ ッ

プ を 全 戸 配 布

した。 

防 災 マ ッ プ を

活 用 し た 市 民

啓発を行う。 

消防局 

防災危機管理室 

 

上下水道局 

 

六地蔵駅出入口の止水板 

 

京都市防災マップ（水災害編） 宇治川・木津川・桂川浸水想定区域図 

（国土交通省） 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

降雨・水位等の

観測体制の強化 

消防隊などによる現地での調査

活動に加えて，平成 21 年度に導

入した水災情報システムにより，

市内および市周辺部において京都

市のほか国土交通省や京都府が設

置した１０１箇所の雨量計及び４

８箇所の水位観測所，並びに気象

庁等から提供を受ける降雨予測等

のデータに基づいて，雨量，河川

の水位情報，気象状況等を迅速，

総合的に収集する。 

統 合化 し た 観

測 デ ータ の 効

果的な活用 

引 き 続 き 観 測

デ ー タ の 効 果

的 な 活 用 を 図

る と と も に 収

集 し た デ ー タ

を用い，浸水予

測 の 精 度 を 向

上させる。 

消防局 

防災危機管理室 

水災体制の充実 平成 21 年度に導入した水災情

報システムの情報伝達機能を活用

し，避難が必要な地域の自主防災

組織，地下施設，要配慮者利用施

設等に対して，洪水予報や避難勧

告等を迅速に伝達する。 

水 災情 報 シ ス

テ ムの 活 用 に

よ る水 災 体 制

の強化 

登 録 対 象 の 拡

充を図り，水災

体 制 の 強 化 を

行う。 

消防局 

防災危機管理室 

水防活動の実施 平成 16 年に発生した新潟や福

井の豪雨による水害等を教訓とし

て，総合的な水災活動体制等の充

実を図る。 

①水災活動資器材及び施設等の充

実 

②水防訓練及び職員教育の 

実施 

消防署，消防団

では，出水期前

に 配 備器 材 や

倉庫・器具庫の

点 検及 び 訓 練

の 実 施な ど 水

災 活動 体 制 の

充実を図った。

消防署，消防団

では，出水期前

に 配 備 器 材 や

倉庫・器具庫の

点検，器材の補

充 及 び 訓 練 の

実 施 な ど 水 災

活 動 体 制 の 充

実を図る。 

消防局 

警防部 

警防計画課 

 

 

淀川水系流域の水防体制を強化

し，区域内住民の生命と財産を守

るため，澱川右岸水防事務組合及

び桂川・小畑川水防事務組合が連

携し，水防団員の技術の練磨向上

を図るとともに，区域内住民の水

防意識の高揚を図る。 

平成22年5月

9 日に，桂川右

岸 宮前 橋 下 流

河 川敷 に お い

て，水防訓練を

実施する。 

平成 23 年 5 月

8 日に，淀川右

岸 淀 大 橋 下 流

河 川 敷 に お い

て，水防訓練を

実施する。 

建設局 

土木管理部 

調整管理課 

 

 

 

 

 

 

 

 

現地訓練（水防工法） 水防資器材訓練（救命ボート） 

水防訓練の様子 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

洪水被害の記

憶や記録の伝

承 

京都市内に被害を及ぼした主な

風水害の状況を，京都市地域防災

計画に記載しているところである

が，今後も洪水被害等に係る記録

の収集，保存に努め，様々な機会

に市民にその記録等を公開，提供

することにより，市民の防災意識

の向上を図る。 

継続した取組

を実施した。 

継続した取組

を実施する。 

消防局 

防災危機管理室 

 

 

 

 

 

 

 

 

水災害に関す

る勉強会実施 

水共生プランで実施したアンケ

ート（平成 21 年 3 月～平成 22

年 7 月）の結果，市民の関心が高

かった水災害について，また，水

に関する意識向上のため水共生プ

ランについて，勉強会を開催する。

― 水共生プランの

モデル地区であ

る右京区におい

て，小学生を対

象とした勉強会

を開催する。 

建設局 

水と緑環境部 

河川整備課 

 

上下水道局 

下水道部 

計画課 

森林整備，林

業等被害防止

対策 

京都市森林整備計画に基づき，

京都市域の自然条件に適した森林

の保全整備を集団的，計画的，組

織的に実施し，治水機能等森林の

持つ公益的機能の維持増進や地域

林業の活性化を図る。 

進捗率 47％ 

(2,570ha／ 

5,500ha) 

(間伐累計) 

 

事業期間 

（H22 年度 

累計／H20～

H30 年度） 

進捗率 60％ 

(3,300ha／ 

5,500ha) 

(間伐累計) 

 

事業期間 

（H2３年度 

累計／H20～

H30 年度） 

産業観光局 

農林振興室 

林業振興課 

昭和 10年鴨川大水害の状況 

（三条大橋） 
昭和 10年鴨川大水害の状況図 

新規 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

農業生産基盤

の整備等 

農業農村整備事業による農地並

びに農業用排水施設（農業用水

路・農業用ため池）の整備を推進

する。 

①大原地区観光農村育成事業にお

ける農業基盤の再整備（平成 23

年度完成予定） 

②洛西幹線水路の新集中管理シス

テムの構築(平成 22 年度完成予

定) 

①進捗率 

84％ 

（事業費ﾍﾞｰｽ）

事業期間 

（ H17 年 ～

H23 年） 

 

②進捗率 

100％ 

（事業費ﾍﾞｰｽ）

事業期間 

（ H20 年 ～

H22 年） 

①進捗率 

100% 

（事業費ﾍﾞｰｽ）

事業期間 

（ H17 年 ～

H23 年） 

 

産業観光局 

農林振興室 

農業振興整備課 

 

 

 

市街化調整区

域の保持 

市街地の無秩序な拡大を抑制す

る。 

市 街化 調 整 区

域 を極 力 維 持

した。 

市街化調整区域

の維持 

都市計画局 

都市企画部 

都市計画課 

宅地造成等の

規制 

京都市雨水流出抑制施設設置技術

基準に基づいて宅地開発の適切な

規制誘導を図る。 

関 連部 局 が 連

携し，宅地開発

の 適 切な 規 制

誘 導を 図 る た

め の指 導 を 行

った。 

関連部局が連携

し，宅地開発の

適切な誘導を図

るため引続き指

導 を 行 っ て い

く。 

都市計画局 

都市景観部 

開発指導課 

 

大原地区における農業基盤 

整備後のほ場 
嵐山・一の井堰(洛西幹線水路起点) 



基本方針２ 良好な水環境の実現     

14 
 

 

 

 

 

わたしたちの暮らしの中で，水とのかかわりが希薄とな

りつつある現状に歯止めをかけるために，出来るだけ身近

なところに良好な水環境の創出を目指します。 

 

 

  ＜目標＞                                 

 

■ 水質汚濁に係る京都市環境保全基準（BOD）達成率 

（目標年次：可及的速やかに達成するよう努める） 

１００％ （H16 当初 ９７．１％） 
 

平成 22 年度実績  １００％ 

平成 23 年度計画  １００％を維持するよう努める 

 

■ 下水道人口普及率（目標年次：平成２９年度） 

９９．５％ 
 

平成 22 年度実績  ９９．２％ 

平成 23 年度計画  達成率の向上 

 

■ 親しみやすい水辺環境の保全・創出（目標年次：平成２６年度） 

平成 20 年度と比べて ２０％ 増加させる（延長ベース） 
 

平成 22 年度実績  ６％増加 

平成 23 年度計画  事業の推進 

 

■ 市民との共汗活動のさらなる推進 

 

平成 22 年度実績  巨椋池地区のワークショップ活動支援 

ホタルネットワークとの情報交換 他 

平成 23 年度計画  引き続き活動を推進 

 
 
 
 
 
 
 

田んぼと排水路を結

ぶ魚道(巨椋池地 

区のﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ活動) 

良好な環境に棲息するホタル 

基本方針２ 良好な水環境の実現 

目標達成
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  ＜検討，取組事項一覧＞                          

○：行動が必要，◎：特に行動が必要 

計画目標 
平成 22，23 年度 

取組事項 

行動主体 

市
民
・N

P
O

 

事
業
者
等 

行
政 

①市内河川，下流

水域の水質保全 

・下水道整備困難箇所等の早期解消 

・市街化調整区域での下水道整備等の促進 

・下水道への速やかな接続の誘導 

・高度処理の推進 

・発生源対策 

・水質汚濁防止対策 

・水質調査，監視，研究 

○ ○ ◎

②雨天時の水質改

善 

・合流式下水道の改善 

・ノンポイント汚濁対策 
○ ○ ◎

③親しみやすい水

辺環境の創出 

・承水路の水辺環境の整備 

・生物の生息環境に配慮した川づくり 

・親しみやすい水辺環境の保全・創出 

・美しい山河を守る災害復旧実施方針に基づく河川 

災害の復旧 

・生態系に配慮した農業用水路・ため池の整備 

・市民にわかりやすい新たな指標による水環境の評価

◎ ◎ ◎

 
 

    → 各取組の詳細については，次ページ以降を参照ください。 

新規
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① 市内河川，下流水域の水質保全 

 
取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

下水道整備困難

箇所等の早期解

消 

下水道整備困難箇所について

は，地権者・関係機関との協議を

積極的に行うとともに，施工法の

工夫により，早期解消を目指す。

下 水道 整 備 困

難箇所 32 箇所

下 水 道 整 備 困

難箇所 31 箇所

上下水道局 

下水道部 

市街化調整区域

での下水道整備

等の促進 

京都市周辺地域において，住民

の健康的で快適な生活の確保や下

流域さらには観光地の水質保全の

確保を図るため，平成 19 年 5 月

に策定した京都市北部地域等総合

下水処理対策に基づき，集合処理

を行うこととした大原，静原，鞍

馬及び高雄の 4 地区について特定

環境保全公共下水道の整備を行

い，その他の地域は浄化槽の設置

を促進する。 

大原，静原，鞍

馬 及び 高 雄 地

区 の下 水 道 整

備 工事 を 継 続

実施。浄化槽に

ついては，関係

部 局と の 連 携

等により，継続

し て設 置 啓 発

を図る。 

大原，静原，鞍

馬 及 び 高 雄 地

区 の 下 水 道 整

備 工 事 を 継 続

実施し，完成し

た 箇 所 か ら 供

用を開始する。

浄 化 槽 に つ い

ては，関係部局

と の 連 携 等 に

より，継続して

設 置 啓 発 を 図

る。 

総合企画局 

市民協働政策推進室 

 

環境政策局 

環境企画部 

環境指導課 

 

上下水道局 

技術監理室 

地域事業課 

下水道へのすみ

やかな接続の誘

導 

平成 21 年度から水洗化普及促

進要綱を策定し，未水洗家屋につ

いてはその理由を再確認すると共

に，下水道整備区域内において水

洗化が可能な家屋については生活

排水を下水道にすみやかに接続す

るよう促進していく。 

※下水道接続率＝接続済給水装置

数/下水道対象給水装置数 

下水道接続率 

 

公共下水道 

98.8％ 

 

京 北特 定 環 境

公共下水道 

76.4％ 

下水道接続率 

 

公共下水道 

98.8％ 

 

京 北 特 定 環 境

公共下水道 

79.0％ 

上下水道局 

下水道部 

高度処理の推進 国，京都府による大阪湾淀川流

域別下水道整備総合計画の見直し

を踏まえ，本市の高度処理基本計

画の見直しを行い，高度処理施設

の整備を推進する。また，水質管

理マニュアルに基づく適切な運転

管理により，良好な処理水質を確

保する。 

※高度処理人口普及率＝高度処理

実施区域内人口/高度処理が必

要な区域の人口 

※窒素高度処理率＝窒素処理能力

/全処理能力 

高度処理人口普

及率 

47.9％ 

窒素高度処理率

16.1％ 

高度処理人口普

及率 

47.8％ 

窒素高度処理率

16.1％ 

上下水道局 

下水道部 

 
きれいな水にす

るためには･･･？ 

微生物によってきれいにする方法 

ステップ流入式多段 

硝化脱窒法 

嫌気-無酸素-好気法
高度処理によるイメージ 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

発生源対策 下水排除基準違反のおそれのあ

る事業場については，排水処理施

設の設置，改善又は運転管理の指

導を徹底していく。また，有害物

質等が下水道へ流入する事故を，

未然に防ぐための指導に努める。

事業所等に対す

る排水規制に係

わる立入指導実

績 

（排除基準に適

合した検体数）/

（採水した検体

数）＝93.2％ 

立入監視指導を

強化することに

よる水質検査の

適合率の向上 

上下水道局 

下水道部 

水質汚濁防止対

策 

水質汚濁防止法及び京都府環境を

守り育てる条例に基づき，公共用

水域及び地下水の汚濁を防止する

ため，工場・事業場に対して排水

基準の遵守，有害物質の地下浸透

の禁止，汚水の発生施設や処理施

設の維持管理の徹底等について監

視，指導を行う。 

立入監視指導に

よる水質検査の

適合率の向上 

立入監視指導に

よる水質検査の

適合率の向上 

環境政策局 

環境企画部 

環境指導課 

 

 

 

 

 

 

 

環境ホルモン河

川水質調査 

市内河川における環境ホルモン

（内分泌かく乱化学物質）による

汚染状況を把握するため，毎年７

河川１１地点で調査を行う。 

※進捗率＝調査実施地点数/調査

対象地点数 

事業（調査）の

進捗率 

１００％ 

事業（調査）の

進捗率 

１００％ 

環境政策局 

環境企画部 

環境指導課 

ダイオキシン類

河川水質及び底

質調査 

ダイオキシン類対策特別措置法に

基づき，毎年，市内９河川１３地

点において調査を行う。 

※進捗率：同上 

事業（調査）の

目標進捗率 

１００％ 

京都市環境保全

基準等の達成率

１００％の維持

事業（調査）の

目標進捗率 

１００％ 

京都市環境保全

基準等の達成率

１００％の維持

環境政策局 

環境企画部 

環境指導課 

化学物質環境実

態調査 

化学物質審査規制法（化審法），

PRTR 法及び POPs 条約等に関す

る有害化学物質について，環境汚

染実態を把握すること等を目的と

し，環境省からの委託で調査を行

う。 

事業（委託調査）

の進捗率 

１００％ 

（調査実施地点

数/調査委託地

点数） 

事業（委託調査）

の進捗率 

１００％ 

（調査実施地点

数/調査委託地

点数） 

環境政策局 

環境企画部 

環境指導課 

河川水質の常時

監視 

水質汚濁防止法に基づき，毎年，

河川水質の常時監視を実施する。

環境基準が定められている健康項

目及び生活環境項目等について，

市内２２河川４２地点にて調査を

行う。 

※進捗率：同上 

事業（調査）の

進捗率１００％

京都市環境保全

基準等の達成率

の向上 

事業（調査）の

進捗率１００％

京都市環境保全

基準等の達成率

の向上 

環境政策局 

環境企画部 

環境指導課 

微量化学物質や

病原性微生物等

の調査研究 

微量化学物質や病原性微生物等に

関する情報収集や実態調査等を継

続して実施する。 

下水中の有機フ

ッ素化合物の分

析方法の確立 

水質汚濁に係る

要監視項目物質

等の実態調査 

上下水道局 

技術監理室 

水質管理センター 

工場等排水における調査 河川における水質調査 水質分析 
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② 雨天時の水質改善 

 
取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

合流式下水道の

改善 

雨天時に合流式下水道から流出

する未処理下水やゴミ等を削減す

るための改善対策を引き続き積極

的に推進する。 

平成 22 年度は西部山ノ内地域,伏

見大手筋地域，東山地域での幹線

等の整備及びスクリーン設置等の

雨水吐の改善を継続して実施す

る。 

※１：合流式下水道改善済面積

ha/合流区域面積 ha 

※２：対策済雨水吐/全雨水 

合流式下水道

改善率（※１）

38.9％ 

 

雨 水吐 改 善 率

(※２) 

24.3％ 

 

合流式下水道

改善率（※１）

38.9％ 

 

雨 水 吐 改 善 率

(※２) 

33.0％ 

 

上下水道局 

下水道部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノンポイント汚

濁対策 

流域に堆積した汚濁物質が降雨

とともに流出するノンポイント汚

濁物質の問題について，合流式下

水道の改善対策や，流域での貯

留・浸透対策を促進し，その削減

に努める。 

※合流式下水道改善率＝合流式

下水道改善済面積 ha/合流区

域面積 ha 

※雨水吐改善率＝対策済雨水吐/

全雨水吐 

合 流式 下 水 道

改善率 

38.9％ 

 

雨水吐改善率 

24.3％ 

合 流 式 下 水 道

改善率 

38.9% 

 

雨水吐改善率 

33.0％ 

上下水道局 

下水道部 

 

【合流式下水道改善対策例】 

[貯留幹線の整備] 

施工中の貯留幹線 
[雨水吐でのクリーン状況] 

（西高瀬川での設置例） （鴨川での設置例） （白川での設置例） 
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③ 親しみやすい水辺環境の創出 
 
取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

承水路の水辺環

境の整備 

伏見西部第五地区土地区画整理

事業の承水路整備方針について

は，住民参加による議論を行い，

良好な水辺環境の創出を図る。地

域に密着し，親しみの持てる空間

になるよう検討していく。 

― 引き続き，検討

を行う。 

建設局 

都市整備部 

南部区画整理事務所 

親しみやすい水

辺環境の保全・

創出 

市民と水との関わりを取り戻す

ため，親しみやすく，良好な水辺

環境の保全・創出に努める。 

堀川が整備された平成 20 年度

と比べ，親しみやすい水辺環境を

２０％増加させる。 

平成 22 年度までに有栖川の階

段護岸，善峰川の傾斜を緩めた護

岸を完成させている。今後は市民

に身近な高瀬川の改修を進める。

６％増加 (高瀬川の詳細

設計を行う) 

建設局 

水と緑環境部 

河川整備課 

 

生物の生息環境

に配慮した川づ

くり 

人間と自然が共存できる川を保

全・復元するために，その河川固

有の生態系に配慮し，周辺環境に

対して負荷の少ない河川事業を実

施する。 

善峰川においては，植生を促す

多孔質な護岸を採用し，多自然川

づくりを実施する。 

善峰川： 

詳細設計 

善峰川： 

護岸工事 

（L=50m） 

建設局 

水と緑環境部 

河川整備課 

 

 

美しい山河を守

る災害復旧実施

方針に基づく河

川災害の復旧 

美しい山河を守る災害復旧実施

方針に基づき，災害復旧に際して

は，京都市の地域特性を踏まえ，

自然環境に配慮した復旧を実施す

る。 

被災箇所： 

国道 367 号，

奥殿川 他 

 

引 き 続 き 平 成

22 年度被災箇

所 の 復 旧 を 推

進する。 

災 害 が 発 生 し

た場合は，速や

か な 復 旧 に 努

める。 

建設局 

土木管理部 

調整管理課 

 

水と緑環境部 

河川整備課 

 

 

 

 

 

 

 

奥殿川（着工前）           奥殿川（完成後） 

善峰川の整備イメージ 従来の河川改修の例 改修後の善峰川の様子 

有栖川の 

階段護岸 

新規 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

生態系に配慮し

た農業用水路・

ため池の整備 

農地・農業用水路・農業用ため

池等の整備においては，京都市農

村環境計画に基づき，生態系に配

慮した整備を推進する。 

大原地区観光農村育成事業によ

る農業基盤整備は，水生生物の生

息に配慮した工法により進める。

巨椋池地区の排水路整備は，魚道

等を設け，魚類等が水田・排水路・

河川を相互に行き来できるように

検討し，進める。 

進 捗 率 37 ％

（事業費ﾍﾞｰｽ）

（ 巨 椋池 附 帯

水路整備） 

 

事業期間 

（H16 年～ 

H27 年） 

進 捗 率 44 ％

（事業費ﾍﾞｰｽ）

（ 巨 椋 池 附 帯

水路整備） 

 

事業期間 

（H16 年～ 

H27 年） 

 

産業観光局 

農林振興室 

農業振興整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民にわかりや

すい新たな指標

による水環境の

評価 

水辺環境の保全・再生に向けて

取り組むなかで，ホタルの成育す

るような環境を作りだせるよう，

市民や環境団体と連携を図る。平

成 19 年度からは，京都市におけ

るホタルの発生状況等について，

京都ほたるネットワークと情報交

換を行っている。 

京 都ほ た る ネ

ッ トワ ー ク と

の情報交換 

 

堀 川ホ タ ル プ

ロ ジェ ク ト と

の連携 

京 都 ほ た る ネ

ッ ト ワ ー ク と

の情報交換 

 

堀 川 ホ タ ル プ

ロ ジ ェ ク ト と

の連携 

建設局 

水と緑環境部 

河川整備課 

及び 

庁内関連部局 

 

 

環境に配慮した施設改良例 

(六カ地区頭首工の魚道整備) 

田んぼと排水路を 

結ぶ魚道 

(巨椋池地区の 

ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ活動) 

良好な環境に棲息するホタル良好な環境に棲息するホタル 
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京都の水循環系の実態を理解したうえで，都市化

によって変化した水循環系を雨水浸透対策などの

できるだけ自然本来の姿に近づける取組みを推進

し，普段の河川流量を豊かにするとともに，地下水

の保全，ひいてはヒートアイランド現象の緩和に効

果を及ぼします。 

 

 

 

  ＜目標＞                                 
 

■ 森林整備（間伐）面積（目標年次：平成 31 年度） 

1,000 ha/年 （H20 年度 535 ha/年） 

 

平成 22 年度実績  ５９１ha 

平成 23 年度計画  ７３０ha 

 
 

■ 市街地の緑の創出 緑被率（目標年次：平成 37 年度） 

37 ％  （H21 当初 35 ％） 

 

平成 27 年度目標   36  ％ 

 

 

■ 市民との共汗活動のさらなる推進 

 

平成 22 年度実績  屋上緑化助成，打ち水の実施 

平成 23 年度計画  引き続き活動を推進，雨水浸透施設設置助成 

  

 
 
 
 
 
 屋上緑化事例 上下水道局本庁前道路にて 市役所前広場にて 

基本方針３ 健全な水循環系の回復 

透水性舗装

雨水貯留タンク

浸透トレンチ

浸透ます
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  ＜検討，取組事項一覧＞                          

○：行動が必要，◎：特に行動が必要 

計画目標 
平成 22，23 年度 

取組事項 

行動主体 

市
民
・N

P
O

 

事
業
者
等 

行
政 

①河川の平常流量

の回復 

・農地・森林の保全 

・市街地における雨水浸透の推進 

・雨水浸透ますの設置に係る助成金制度 

◎ ◎ ◎

②地下水の保全 ・地下水質の常時監視 ○ ○ ◎

③ヒートアイラン

ド現象の緩和 

・都市公園整備の推進 

・街路樹や緑地の整備 

・公共施設における屋上緑化等の推進 

・中高層建築物等における緑化推進，建築物等の

緑化促進 

・市民等による屋上緑化等の推進 

・透水性舗装の整備等 

・農地，ため池，水辺等の保全，創出 

・打ち水の実施と処理水の提供 

・ミスト装置の設置 

◎ ◎ ◎

 
 

    → 各取組の詳細については，次ページ以降を参照ください。 

新規
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① 河川の平常流量の回復 
 

取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

農地・森林の

保全 

（基本方針１

再掲） 

京都市森林整備計画に基づき，

森林総合整備事業を活用して長伐

期・複層林施業等の森林整備を進

める。 

進捗率４７％ 

(2,570ha／ 

5,500ha) 

(間伐累計) 

 

事業期間 

（H22 年度 

累 計 ／ H20

～H30 年度） 

進捗率６０％ 

(3,300ha／ 

5,500ha) 

(間伐累計) 

 

事業期間 

（H23 年度 

累 計 ／ H20

～H30 年度） 

産業観光局 

農林振興室 

農業振興整備課，

林業振興課 

市街地におけ

る雨水浸透の

推進 

流域における雨水浸透施設の設

置をすすめていくことにより，治

水対策とともに，健全な水循環の

保全を図っていく。 

 

京都市開発技術基準により，開

発行為における雨水流出抑制施設

（雨水浸透施設等）の設置を誘導

する。 

 

有栖川流域嵯峨地区において，

平成 18 年度より下水道事業にお

いて実施している浸透側溝の設置

を継続し，雨水の流出抑制を行う

とともに，良好な水循環の維持・

回復のための地下水の涵養を図

る。 

 

 

 

 

浸透適地 43 件

のうち 6 件に

つ いて 浸 透 施

設を設置 

 

有 栖川 流 域 に

お ける 雨 水 浸

透側溝の整備 

H22 は 400m

整備（累計延長

1,700m） 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

有 栖 川 流 域 に

お け る 雨 水 浸

透側溝の整備 

H23 は 400ｍ

整備予定。 

（ 予 定 累 計 延

長 2,100ｍ） 

 

 

 

 

都市計画局 

都市景観部 

開発指導課 

 

 

上下水道局 

下水道部 

 

建設局 

水と緑環境部 

河川整備課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

雨水浸透ます

の設置に係る

助成金制度 

 平成２３年度に宅地，事業所

等への雨水浸透ますの設置に対

する「雨水浸透ます設置助成金

制度」を創設し，雨水流出抑制

に係る普及啓発を推進してい

く。 

― 「雨水浸透ま

す設置助成金

制度」を創設 

予定助成件数

30 件 

上下水道局 

下水道部 

 

雨水浸透人孔 

（有栖川ポンプ場

有栖川流域嵯峨地区 

浸透側溝（道路両側）
（国土交通省ホームページより）

新規 
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② 地下水の保全 
 

取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

地下水質の常

時監視 

水質汚濁防止法に基づき，毎年，

地下水質の常時監視を実施する。

地下水の環境基準項目等２９項目

について，市街地域の井戸で調査

を行う。 

事業（調査）の

目 標 進 捗 率

100％（事業計

画に基づく），

京 都市 環 境 保

全 基準 達 成 率

の向上 

事業（調査）の

目 標 進 捗 率

100％（事業計

画に基づく），

京 都 市 環 境 保

全 基 準 達 成 率

の向上 

環境政策局 

環境企画部 

環境指導課 

 

③ ヒートアイランド現象の緩和 
 

取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

都 市 公 園 整

備の推進 

京都市緑の基本計画に基づき，水

と緑豊かなまちづくりを目指し，都

市公園の整備を推進する。平成 22

年度には，長谷土田公園（左京区）

をはじめ３箇所を整備。平成 23 年

度は，千石荘公園（右京区）を含め

３箇所の整備を行う。（継続事業を含

む。） 

長谷土田公園 

他 2 公園 

整備進捗率 

100％ 

千石荘公園 

他 2 公園 

目標整備進捗率 

100％ 

建設局 

水と緑環境部 

緑政課 

 

 

 

 

 

 

     長谷土田公園          上庄田第二公園          三条坊町公園 

街 路 樹 や 緑

地の整備 

都市の景観に配慮した街路樹の管

理を行うとともに，樹木の蒸発散効

果や緑陰の創出を目指す。 

川端通（今出川

通～冷泉通間）

に ケ ヤ キ 62

本，ハナミズキ

４本，北大路通

（ 東 大路 通 ～

叡山電鉄）にサ

ルスベリ 13 本

を植栽した。 

御池通（天神川

～西大路通）サ

ルスベリを 50

本 植 栽 す る 予

定である。 

建設局 

水と緑環境部 

緑政課 

 

 

 

 

 

 

 

 川端通              北大路通 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

公 共 施 設 等

に お け る 屋

上 緑 化 等 の

推進 

平成 12 年 4 月に策定した「京都

市公共建築デザイン指針」において，

公共建築の整備においては「エコロ

ジー・環境共生の視点を取り込んだ

快適な空間をつくる」こととしてい

る。環境に配慮した施設づくりを行

うため，屋上緑化等を推進する。 

平成 17 年 4 月から運用している

「環境共生を主眼とした市営住宅整

備指針」において，推進項目として

位置付けを行った。運用指針に先行

して，平成 16 年度に完成した高瀬

川南市営住宅において採用してい

る。 

祥 豊児 童 館 に

屋 上緑 化 を 採

用した。 

動物園（新おと

ぎの国），凌風

小 中 学 校 に 屋

上 緑 化 を 採 用

する。また，「京

都 市 公 共 建 築

デザイン指針 」，

「 環 境 共 生 を

主 眼 と し た 市

営 住 宅 整 備 指

針」を基に，今

後 の 導 入 に つ

い て 検 討 し て

いく。 

北 河 原 市 営 住

宅 D ブロック

棟で採用予定。

都市計画局 

公共建築部 

企画設計課 

整備支援課 

工務監理課 

 

都市計画局 

住宅室 

住宅整備課 

都市部でのヒートアイランド防止

や建物の省エネルギー化を図るとと

もに，地球環境にやさしい校舎づく

りを目指し，平成 14 年度から 13

校の屋上緑化，壁面緑化を実施して

いる。また，平成 17 年度からは，

校舎等の外壁にネットを張って緑化

する「緑のカーテン」を実施し，平

成２２年度は 216 校（園）で実施

した。平成 2３年度以降も継続して

実施する。 

216 学校（園）

で実施 

 

１ 校 で も 多 く

の学校（園）で

実施 

事業期間（H17

～） 

教育委員会事務局

総務部 

教育環境整備室

 

中 高 層 建 築

物 等 に お け

る緑化推進，

建 築 物 等 の

緑化促進 

「京都市中高層建築物等の建築等

に係る住環境の保全及び形成に関す

る条例」（平成 11 年 4 月施行）に

おいて，植栽等による緑化に努める

よう定め，官民を問わず条例の適用

を受ける建築物については，緑豊か

な住環境の保全形成に努めるよう指

導・啓発を行っている。 

３件 制度運用 都市計画局 

建築指導部 

建築審査課 

 

屋上緑化（西京高校)

緑のカーテン 

（醍醐中学校）
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

市 民 等 に よ

る 屋 上 緑 化

等の推進 

個人や事業者の方が建築物の屋

上・壁面，駐車場，道路に面する敷

地において，新たに樹木の植栽など

の緑化を行う際に，助成を行う。 

進捗率 35% 

（事業費ﾍﾞｰｽ）

目標進捗率 

100％ 

（事業費ﾍﾞｰｽ）

建設局 

水と緑環境部 

緑政課 

 

 

 

 

 

 

 

 

「京都府地球温暖化対策条例」（平

成 19 年 4 月施行）に基づく建築物

等緑化促進制度により，特定緑化地

域内の敷地面積 1,000 平方メート

ル以上の建築物の新築・改築工事を

行う場合，緑化を進め，「緑化計画書」

を届け出ることが必要になる。 

この「緑化計画書」について審査

し，基準に従って緑化を進めるよう

指導・啓発を行っている。 

緑 化計 画 書 届

出件数 

６２件 

制度運用 

 

都市計画局 

建築指導部 

建築審査課 

透 水 性 舗 装

の整備等 

平成 12 年 4 月に策定した「京都

市公共建築デザイン指針」において，

公共建築の整備においては「エコロ

ジー・環境共生の視点を取り込んだ

快適な空間をつくる」こととしてい

る。環境に配慮した施設づくりを行

うため，透水性舗装等の整備を推進

する。 

平成 17 年 4 月から運用している

「環境共生を主眼とした市営住宅整

備指針」に，今後，新規・建て替え

を行うすべての市営住宅において，

透水性舗装等を実施することを明確

に位置付けた。 

西 陣中 央 小 学

校 他１ 施 設 に

透 水性 舗 装 を

採用した。 

 

 

 

透水性舗装 

1,178 ㎡整備 

浸透枡 

40 箇所整備 

西 京 極 西 小 学

校プール・児童

館 他 １ 施 設 に

透 水 性 舗 装 を

採用する。 

 

 

透水性舗装 

2,259 ㎡整備

予定 

浸透枡 60 箇所

整備予定 

都市計画局 

公共建築部 

企画設計課 

整備支援課 

工務監理課 

 

 

都市計画局 

住宅室 

住宅整備課 

環境共生型都市・京都にふさわし

い道路整備に向け，「排水性・透水性

舗装の手引き」（平成 15 年 4 月)及

び「排水性・透水性舗装整備方針」

（平成 16 年 7 月）に基づき，市街

地の歩道整備に際して，透水性舗装

を実施する。 

京都市交通バリアフリー全体構想

に基づく，市内１４箇所の重点整備

地区及び無電柱化等事業における歩

道舗装については，透水性舗装（透

水性インターロッキングブロック舗

装含む）による整備を行っている。

歩道を透水性舗装で整備すること

により，水溜りや降雨時の滑りを減

少させ，歩きやすい道となるだけで

なく，健全な水循環系の回復を図る。

面積 

48,515 ㎡ 

延長 

14,491m 

歩 行 者 の 通 行

が 多 い 市 街 地

や 観 光 地 の 歩

道では，可能な

限 り 透 水 性 舗

装を採用する。

建設局 

土木管理部 

土木事務所 

道路建設部 

道路環境整備課

（建設企画部監

理検査課） 
 

屋上緑化事例 地上緑化事例 駐車場緑化事例 

例：歩道の透水性舗装（伏見区内） 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

農 地 ， た め

池，水辺等の

保全，創出 

京都市農林行政基本方針に基づ

き，農林地の保全と農林業生産環境

の整備を推進する。 

農地・水・環境保全向上対策を推

進し，地域協働活動による農地・農

業用水等・農村環境の保全向上活動

を進める。（例）ため池「水抜き」生

き物調査（大原野） 

農家の担い手不足等により，ため

池の維持管理作業「池干し」が行わ

れなくなり，ヘドロの堆積，水質の

悪化など，ため池環境の悪化が見受

けられる。さらに，外来魚が繁殖し，

生態系に悪影響をもたらしている。

そこで，ため池の水抜きを行い，地

域住民や農家，子どもたちとともに，

生き物調査，外来魚の駆除，日本産

魚類の放流を実施し，その後，池干

しを行うことで，ため池環境を改善

する。 

進 捗率 ８ ０ ％

（事業費ベース）

事業期間(H19

年～H23 年) 

進捗率 100％

（事業費ベース）

事業期間(H19

年～H23 年) 

産業観光局 

農林振興室 

農業振興整備課 

 

環境の大切さを実感できる場の創

出を目的に，平成 9 年度に 1 校，平

成 12～15 年度の４箇年に５校の

小学校において敷地内に自然生態系

を復元・創造する学校ビオトープを

設置し，新たに蜂ヶ丘中学校を加え

た計５９校の学校で環境学習の場と

して活用している。 

環 境学 習 の 場

と して 引 き 続

き推進中 

事 業 期 間 (H9

～) 

環 境 学 習 の 場

と し て 引 き 続

き推進中 

事 業 期 間 (H9

～) 

教育委員会事務局 

総務部 

教育環境整備室 

指導部 

学校指導課 

打 ち 水 の 実

施 と 処 理 水

の提供 

「DO YOU KYOTO?」プロジェ

クトの取組として，ヒートアイラン

ド現象を緩和し，地球温暖化防止の

意識を高めていただく契機とするた

め，「打ち水」を実施する。打ち水に

は下水高度処理水（オゾン処理水）

等を使用し，市民に対しても無償で

提供する。 

全国規模で展開される「打ち水大

作戦」の活動趣旨にも賛同するもの

である。 

上 下水 道 局 本

庁舎前，市役所

前広場，各区役

所 や市 内 の 商

店街，公共施設

などで実施 

上 下 水 道 局 本

庁舎前，京都駅

前，各区役所や

市内の商店街，

公 共 施 設 な ど

で実施 

上下水道局 

下水道部 

 

環境政策局 

地球温暖化対策室 

 

 

 

打ち水用の高度処理水
(オゾン処理水) 

市役所前広場にて   上下水道局本庁前道路にて

地域住民とのため池の維持活動
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

打 ち 水 の 実

施 

平成 18 年度から東山区清水・弥
栄地域において，大容量の防火水槽
（雨水利用）を起点に配水管を地域
一帯に敷設するとともに，誰もが容
易に使用できる市民用消火栓を多数
配置することにより，地域住民の防
災力を最大限に活かして，文化財と
その周辺地域を火災から守る事業を
展開している。 

これまでに整備が完了した送水用

動力ポンプと市民用消火栓の総合点

検及び打ち水を兼ねて地域住民によ

る市民用消火栓の一斉放水訓練を実

施する。 

平成22年8月

4 日に東山区清

水・弥栄地域に

おいて，市民や

消 防団 に よ る

市 民用 消 火 栓

の 一 斉放 水 訓

練を行った。 

平成2３年8月

４ 日 に 東 山 区

清水・弥栄地域

において，市民

や 消 防 団 に よ

る 市 民 用 消 火

栓 の 一 斉 放 水

訓練を行う。 

消防局 

 

 

 

 

 

 

 

ミ ス ト 装 置

の設置 

水需要が減少傾向にある中で，水

道水の新たな利用方法として市民の

皆さまにミスト装置を広く紹介する

とともに，ヒートアイランド現象へ

の対策を研究するために，ミスト装

置の設置を行う。 

7/15 ～ 9/15
にかけて，京都
市 内各 所 に お
いて，ミスト装
置 の設 置 及 び
運転を行い，体
感 い ただ い た
市 民の 皆 様 へ
の ア ンケ ー ト
を実施した。 

ミ ス ト 装 置 の
設置，運転や，
イ ベ ン ト 等 へ
の 貸 出 し を 実
施し，水道水の
環 境 に や さ し
い 特 性 を Ｐ Ｒ
し，新たな利用
方 法 を 紹 介 す
る。 

上下水道局 

総務部 

総務課 

 

 
平成２２年７月１７日 祇園祭 山鉾巡行 

市民用消火栓の一斉放水訓練の様子 
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伝統的な京都の水文化を継承するとともに，身近にある水を楽しむ文化を育み，誇りと豊

かさが実感できるまちづくりを推進します。 

 

  ＜目標＞                                 
 

■ 市民との共汗活動のさらなる推進 

 

平成 22 年度実績  流域住民と協力した川づくり，「京の七夕」の開催 

平成 23 年度計画  引き続き活動を推進 

京の七夕 

小学生による 

河川美化活動 

十石舟 

基本方針４ ゆたかな水文化の創造 

平成２２年度 

共汗活動マップ 

天然遡上アユ 新規 
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  ＜検討，取組事項一覧＞                          

○：行動が必要，◎：特に行動が必要 

計画目標 
平成 22，23 年度 

取組事項 

行動主体 

市
民
・N

P
O

 

事
業
者
等 

行
政 

伝統的な水文化，

身近な水文化の育

成と継承 

 

・住民参加型による環境防災水利整備計画の推進 

・住民参加による承水路の水辺環境整備 

・住民参加による川づくり 

・京の川の恵みを活かす共同活動の実施 

・水に関する土木・文化遺産の保全・活用 

・水に関する文化の継承と保全・活用 

◎ ◎ ◎

 
 

    → 各取組の詳細については，次ページ以降を参照ください。 

新規
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 伝統的な水文化，身近な水文化の育成と継承 

 
取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

住民参加型に

よる環境防災

水利整備計画

の推進 

環境防災水利整備計画は，平常

時には，市民が身近に触れ合う水

環境を形成し，緊急時には命を救

う水として活用可能な整備を総合

行政により進めるもので，その中

で雨水活用の有効性について啓発

し，家庭や地域あるいは事業所に

おける雨水利用の仕組みづくりを

提案している。 

また，地域にある川，池，井戸

等の水辺空間を活用し，水を扱っ

たイベント等の開催を通じて平常

時から水に近づける環境を形成す

ることにより，災害時に水を有効

に活用できることに繋げる。 

消 防局 ホ ー ム

ペ ージ や パ ン

フ レッ ト を 活

用 し た啓 発 に

努めた。 

 

 

 

 

災 害時 協 力 井

戸 制度 の 普 及

に努めた。 

引き続き，消防

局 ホ ー ム ペ ー

ジ や パ ン フ レ

ッ ト を 活 用 し

た 啓 発 に 努 め

る。 

 

 

 

引き続き，災害

時 協 力 井 戸 制

度 の 普 及 に 努

める。 

消防局 

防災危機管理室 

住民参加によ

る承水路の水

辺環境整備 

（基本方針２再掲） 

伏見西部第五地区土地区画整理

事業の承水路整備については，水

路敷地内の余った区間を利用し

て，地域住民からの意見をワーク

ショップ等から取り入れ，水辺空

間の整備方針を決定する。 

－ 引き続き，地域

住 民 の 意 見 を

踏 ま え た 整 備

計画を検討し，

作成する。 

建設局 

都市整備部 

南 部 区 画 整 理

事務所 

住民参加によ

る川づくり 

流域住民を中心に構成されてい

る「有栖川を考える会」において，

有栖川の川づくりについてのワー

クショップを実施し，整備目標を

定めた。現在，それらの整備目標

を基に，清き流れを次世代に継承

する川づくり，地域住民に愛され

る川づくりを進めている。有栖川

では，住民の主体的な取組として，

河川美化活動なども活発に行われ

ており，行政と地域住民が協力し

て川づくりを行っている。 

流 域住 民 と の

意 見交 換 会 を

実施 

流 域 住 民 と の

意 見 交 換 会 を

実施予定 

建設局 

水と緑環境部 

 

地域の小学校による 

河川美化活動の様子 

地域住民による 

河川パトロールの様子 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

住民参加に

よる川づく

り 

市民，事業者，行政との協働によ

り，鴨川河川敷等において美化清掃

活動を実施する。市民団体等による

河川敷等での自主的な美化清掃活動

に対しては，ごみ袋，手袋，火ばさ

みその他の清掃用具の給付又は貸出

等の支援を行う。 

美 化清 掃 活 動

の 活 性化 及 び

ま ちの 美 化 意

識 の高 揚 を 図

った。 

推進 環境政策局 

循 環 型 社 会 推

進部 

ま ち 美 化 推 進

課 

京の川の恵

みを活かす

共同活動の

実施 

鴨川流域で天然アユなどの生き物

が生育しやすい環境づくりや自然の

恵みを活かす生き方を発信すること

などを目的に，農林漁業団体，市民

団体，学識経験者，行政（京都府，

京都市）等で組織された「京の川の

恵みを活かす会」が，サポーターの

協力・支援のもとに共同活動を実施

する。 

－ ・協働組織「京の

川の恵みを活か

す会」設立 

（H23.5.17） 

・天然遡上アユの

道づくり（仮設

魚 道 の 試 験 設

置，魚類遡上調

査）（H23.5.26

～7.25） 

・アユ等のすみか

づくり（竹蛇籠

の製作・試験設

置） 

・アユの産卵場づ

くり（産卵場の

調査・観察等）

・川の恵みを豊か

にする森づくり

（調査等） 

・活動・暮らしの

環境啓発（シン

ポジウムの開催 

他） 

環境政策局 

地球温暖化対策室 

産業観光局 

農林振興室 

 

 

水に関する

土木・文化遺

産の保全・活

用 

疏水路の適正な管理により史跡と

しての保全を図る。 
水 路閣 改 修 調

査 検討 委 員 会

実施 

水 路 閣 改 修 調

査 検 討 委 員 会

の 提 言 を 受 け

た取組の推進 

上下水道局 

水道部 

京都の近代化の象徴的地域である

岡崎地区の文化的景観の保全を図る

ため，琵琶湖疏水関連施設などを範

囲として，国の重要文化的景観選定

に向けた調査を実施する。 

調査を実施 

京 都岡 崎 の 文

化 的景 観 調 査

検討委員会 

（３回開催） 

調査を実施 

京 都 岡 崎 の 文

化 的 景 観 調 査

検討委員会 

（３回予定） 

名称・範囲・保

存計画を決定 

国 へ 選 定 申 出

書の提出 

文化市民局 

文化芸術都市 

推進室 

文化財保護課 

新規 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

水に関する

文化の継承

と保全・活用 

平成 13 年 9 月に本市が策定した

京都市（伏見地区）中心市街地活性

化基本計画に基づき，事業推進の母

体となるまちづくり会社として平成

14 年 2 月に設立された株式会社伏

見夢工房（京都市も出資）の事業と

して，「水でつながる文化とくらし～

酒と歴史が薫るまち伏見」をテーマ

に，現在濠川，宇治川派流において

「十石舟」「三十石船」の運行や，季

節行事としての「伏見万灯流し」を

実施するなどの取組が行われてい

る。 

 

平成２２年８月に，清流が復活し

た堀川及び鴨川において，新たな京

都の夏の風物詩として「京の七夕」

を初めて開催した。 

十 石舟 １ 日 当

た りの 乗 船 者

数 162 人（年

間 乗船 者 数 ÷

運行日数） 

 

 

 

 

 

 

 

京 の七 夕 来 場

者数  

約70万3千人

平成23年3月

をもって，基本

計 画 の 計 画 期

間が満了 

 

 

 

 

 

 

 

 

京 の 七 夕 来 場

者数 

100 万人 

産業観光局 

商工部 

商業振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業観光局 

観光部 

観光振興課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京の七夕 

十石舟 
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地域の防災レベルの向上，身近に水と触れ合え

る場の創出，さらに，水に関するエネルギー消費

の抑制につながることから，貴重な自己水源であ

る雨水の利用を推進します。 

 

 

 

 

  ＜目標＞                                  
 
 

■ 公共施設等の新築等に伴う雨水利用の推進 

 

平成 22 年度実績  梅津北児童館他 8 施設，市営住宅 3 団地 7 箇所に 

雨水タンクを設置 ほか 

※ 本市の雨水利用の整備実績合計は，38 ページ 

「雨水浸透貯留施設の整備状況について」を参照。 

平成 23 年度計画  引き続き活動を推進 

 

 

■ 市民との共汗活動のさらなる推進 

 

平成 22 年度実績  環境教育教材として市立小学校等に雨水タンクを設置， 

雨水貯留施設設置助成 120 件 

平成 23 年度計画  引き続き活動を推進 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

市立小学校に設置された 

雨水タンク 

雨水貯留施設の助成金制度の

パンフレットと雨水タンク 

基本方針５ 雨水の利用 
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  ＜検討，取組事項一覧＞                          

○：行動が必要，◎：特に行動が必要 

計画目標 
平成 22，23 年度 

取組事項 

行動主体 

市
民
・N

P
O

 

事
業
者
等 

行
政 

雨水利用による水

資源の有効活用 

・公共施設等の新築等に伴う雨水利用の推進 

・建築物の特例許可制度の運用による雨水利用の促進

・雨水貯留施設の設置に係る助成金制度 

・震災消防水利整備計画に基づく耐震型防火水槽等 

の整備 

◎ ◎ ◎

 
 

    → 各取組の詳細については，次ページ以降を参照ください。 
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 雨水利用による水資源の有効活用 

 
取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

公共施設等の

新築等に伴う

雨水利用の 

推進 

 

 

 

 

 

 

※基本方針１ 

再掲 

上下水道局本庁舎や事業所等に

雨水タンクの設置検討を進める。

 

上下水道局 

本庁舎等 

計 6 箇所 

（H22 年度 

累計） 

事 業 所 等 の 新

築・改築時に順

次 可 能 な 箇 所

か ら 設 置 を 進

める。 

上下水道局 

 

平成 12 年 4 月に策定した「京

都市公共建築デザイン指針」にお

いて，公共建築の整備においては

「エコロジー・環境共生の視点を

取り込んだ快適な空間をつくる」

こととしている。 

環境に配慮した施設づくりを行

うため，雨水貯留施設（雨水貯留

タンク等）の設置を推進する。 

梅 津北 児 童 館

他 ９施 設 に 雨

水 貯留 施 設 を

設置 

鷹 峯 小 学 校 会

議 室 棟 他 ６ 施

設 に 雨 水 貯 留

施 設 を 設 置 す

る。 

都市計画局 

公共建築部 

企画設計課 

工務監理課 

平成 17 年 4 月から運用してい

る「環境共生を主眼とした市営住

宅整備指針」において，雨水の再

利用を推進項目として位置付け

た。市営住宅の計画において，水

資源の有効活用として，雨水の再

利用のための貯留施設の設置を実

施している。 

3団地7箇所設

置 

事業期間 

H17.4 以降 

1団地6箇所設

置予定 

都市計画局 

住宅室 

住宅整備課 

市立小学校全校に設置した雨水

タンクを環境教育教材として活用

する。 

環 境教 育 の 教

材 と して 引 き

続き推進中 

事業期間(H14

～) 

環 境 教 育 の 教

材 と し て 引 き

続き推進中 

事業期間(H14

～) 

教育委員会 

事務局総務部 

教育環境整備室 

建築物の特例

許可制度の運

用による雨水

利用の促進 

 中水道施設や消防用水利施設を

設置する建築物について，一定の

範囲・条件のもと，容積率を緩和

する特例許可制度（建築基準法第

52 条第 14 項）の運用により，雨

水利用の促進を図る。 

許可件数０ 制度運用 都市計画局 

建築指導部 

建築指導課 

上下水道局本庁舎に設置
している雨水貯留施設 
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取組事項 内容 H22 実績 H23 計画 部局名 

雨水貯留施設

の設置に係る

助成金制度 

平成 17 年 10 月に創設した宅

地，事業所等への比較的小規模な

雨水貯留施設の設置に対する「雨

水貯留施設設置助成金制度」の運

用を継続するとともに雨水貯留・

雨水利用に係る普及啓発を推進し

ていく。 

助成対象となる雨水貯留施設につ

いて，従来 100L 以上 500L 以下

であった条件を緩和し，平成 22

年度からは，80L 以上とする。 

156 件 

 

制 度運 用 を 継

続。 

事業期間（H22

年～H26 年）

予定助成件数 

120 件 

 

制 度 運 用 を 継

続。 

事業期間（H22

年～H26 年）

上下水道局 

下水道部 

 

 

 

 

 

 

 

震災消防水利

整備計画に 

基づく耐震型

防火水槽等の

整備 

京都市防災水利構想に基づき，

以下を検討する。 

①震災消防水利整備計画により耐

震型防火水槽等を計画的に整備す

る。 

②上記①以外にも，山の緑を火災

から守るなどの観点から，防火水

槽等を整備する。 

③上記①及び②の防火水槽等の整

備に際しては，状況に応じ，雨水

等を利用する。 

震 災消 防 水 利

整 備計 画 に よ

る 耐 震型 防 火

水槽等の整備 

 

平成 22 年度 

防火水槽 

100t－７基，

40t－５基， 

防火井戸 3 基

整備 

震 災 消 防 水 利

整 備 計 画 に よ

る 耐 震 型 防 火

水槽等の整備 

 

平成 23 年度 

防火水槽 

100t－７基，

60ｔ－２基，

40ｔ－3 基，

防火井戸 3 基

整備予定 

消防局 

警防部 

警防計画課 

 

雨水貯留施設の
助成金制の 

パンフレット 

市販されている 
雨水貯留施設 
（一例） 
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資料編 

 

雨水浸透貯留施設の整備状況について 

 
※ 本市公共施設における雨水浸透貯留施設の整備状況，雨水貯留施設設置助成

金制度を活用した民間の雨水貯留施設の整備状況をまとめています。 



１　平成２２年度雨水流出抑制対策施設整備実績

（道路事業における透水性舗装は，受託工事の出来高により大きく変動するため計画値を記載していません。）

件数 計画値 件数 実績値

道路事業 - 48,515㎡ -

その他 13件 3,728㎡ 12件 3,075㎡ 92%

15件 112基 13件 102基 87%

15件 7,861 14件 161 93%

２　雨水流出抑制対策事業実施件数について

雨水流出抑制施設の整備状況について

透水性舗装

貯留施設

浸透施設

雨水流出抑制対策

浸透ます

達成率
H22年度当初計画

注1：雨水流出抑制対策として，浸透施設及び貯留施設を設置した事業の件数をグラフに示しています。（道路事業含まず）

H22年度実績

注2：雨水流出抑制対策の規模に関わらず,対策が実施された事業を１件として数えています。同じ施設内であれば，複数の
        雨水流出抑制対策が実施されていても１件として数えています。

210 215 219 222 228

31 32 35 36 3613 15
22

30
33

31
35

44
53

63

0
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400

H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末

学校，図書館，博物館，美術館その他の教育文化施設

水道，下水道，クリーンセンターその他の供給施設又は処理施設

公園，緑地，広場，運動場その他の公共施設

その他

合計360件

合計285件
合計297件

合計320件

合計341件

（件）

京都未来まちづくりプラン

H23年度末 政策推進プラン目標値３５５件

行政の取組

行政の取組
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３　これまでに整備された雨水流出抑制対策施設について

（１）　雨水浸透施設について

①平成２２年度末 透水性舗装の整備実績 累計約381,500㎡

標準的な条件下で上記の透水性舗装が整備がされていると仮定すると，設計浸透量（浸透施設の

持つ 浸透可能量）は約14,300 /hrとなる。これは，これまでに整備された透水性舗装が，1時

間あたり25ｍプール35.8個分に相当する雨水を浸透できるだけの機能が備わっていることを示す。

注：25ｍプール＝約400 

②平成２２年度末 浸透ますの整備実績 累計243基

標準的な条件下で上記の浸透ます全てが整備がされていると仮定すると，浸透ますの設計浸透量

（浸透施設の持つ浸透可能量）は約41.３ /hとなる。これは，これまでに整備された浸透ますが，

1時間あたりドラム缶２０７本分に相当する雨水を浸透できるだけの機能が備わっていることを示す。

注：ドラム缶＝200 

× ２０7本相当の雨水が浸透可能！（昨年度より８7本分増加）

× ３５.８個分相当の雨水が浸透可能！（昨年度より約４.９個分増加）25mプール

1

45

77

141

243

0
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150

200

250

300

H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末

整備された浸透ますの累計

浸透ますの整備実績

（基）

１時間あたり

１時間あたり

255

303

330

382

0

50

100

150

200

250

300

350

400

H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末

透水性舗装整備面積の累計

透水性舗装整備面積…

(千㎡)

200

ドラム缶

行政の取組

行政の取組
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（２）　雨水貯留施設について

　　②雨水貯留施設設置助成金制度の運用状況

４　平成２３年度雨水流出抑制対策施設整備予定

件数 計画値
道路事業 －

その他 11件 9,244㎡

11件 238基

11件 8,480 貯留施設

雨水流出抑制対策

２５ｍプール約２１.２個相当の雨水が貯留できる施
設が整備される予定

1時間あたりドラム缶202個相当の雨水が浸透でき
る施設が整備される予定

1時間あたり25mプール0.９個相当の雨水が浸透で
きる施設が整備される予定

備　　考
H23年度完成予定

浸透施設

透水性舗装

浸透ます

平成２２年度末助成件数 累計570件（容量約110 ）

①平成２２年度末 雨水貯留施設の整備実績 累計約568,000 

× １４２０個相当の雨水を貯留可能！（昨年度より０.４個分増加）

270件 281件 295件 305件 319件

461 464 561 568 568

0
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300

400

0
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400
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H18年度末 H19年度末 H20年度末 H21年度末 H22年度末

雨水貯留施設の整備実績

貯留施設設置事業累計

貯留施設累計

(千 )

72 109

181

276

414

570

0
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雨水貯留施設設置助成金制度の助成件数

助成件数累計

(件)

× ５5０本相当の雨水を貯留可能！（昨年度より１４４本分増加）200 

ドラム缶 注：ドラム缶＝200 

注：２５ｍプール＝約４００ 

注1：道路事業における透水性舗装は，受託工事の出来高により大きく変動するため計画値を記載していません。

注2：25ｍプール＝約４00 

注3：ドラム缶＝200 

25mプール

行政の取組

市民と協働した取組

行政の取組

(件)

41


